
5mm

10mm

20mm

節のサイズの目安
（実寸大） 上小節

節の長径が 10mm（生き節以外の節にあっては、5mm）以下であっ
て、かつ、材長が 2m 未満のものにあっては 3 個以内、材長が
2m 以上のものにあっては 4 個（木口の長辺が 210mm 以上のもの
にあっては、6個）以内であること。

無節
節が無いこと

並 小節
20mm( 生き節以外の節にあっては、10mm) 以下であって、かつ、
材長が 2ｍ未満のものにあっては 5 個以内、材長が 2m以上のもの
にあっては6個 (木口の長辺が210mm以上のものにあっては、8個 )
以内であること。

京都木材規格
Kyo t o  T imbe r  S t a nda r d

京都木材規格
Kyo t o  T imbe r  S t a nda r d

この冊子は京都府

の地域力再生プロ

ジェクト支援事業

交付金を活用して

作成しました。

連絡先連絡先

材面の色合いは節の等級区分とは関係ありません

材面の色合いは節の等級区分とは関係ありません

京都木材規格材の入手方法、認定事業体の登録方法など京都木材規格材の入手方法、認定事業体の登録方法など
■ 社団法人京都府木材組合連合会
TEL：075-802-2991　FAX：075-811-2593
■ 社団法人京都府木材組合連合会
TEL：075-802-2991　FAX：075-811-2593

京都木材規格（制度）の改善提案など京都木材規格（制度）の改善提案など
■ 京都府産木材認証制度運営協議会事務局（京都府温暖化防止センター）
TEL ：075-211-8895   FAX：075-211-8896    E-mail：wood@kcfca.or.jp
■ 京都府産木材認証制度運営協議会事務局（京都府温暖化防止センター）
TEL ：075-211-8895   FAX：075-211-8896    E-mail：wood@kcfca.or.jp

節の等級区分節の等級区分

※ 材面の色合いは節の等級区分とは関係ありません

節の長径が 20mm を超え、
かつ、長径が木口の長辺の
70％以下であること。




